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まちからのお知らせ，生活に関する制度について

下水 公共下水道の使用区域を拡大
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下水道でさわやか生活

公共下水道の使用区域を拡大
　

大
崎
町
で
は
、
快
適
な
住
環
境
の

整
備
を
進
め
る
た
め
、
公
共
下
水
道

事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
約
１
７
４
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
区
域
に
つ
い
て
供
用
を
開
始
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
下
水
道
の

整
備
を
終
え
た
区
域
で
は
９
割
を
超

え
る
方
々
が
接
続
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
集
落
内
を
流
れ
る
排
水
路
等
の

悪
臭
が
解
消
し
、
ま
た
蚊
や
ハ
エ
の

発
生
も
減
少
し
、
生
活
環
境
の
改
善

が
大
き
く
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
年
３
月
31
日
よ
り
下
水
道
を
使

用
で
き
る
区
域
が
さ
ら
に
広
が
り
、

約
１
８
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
り
ま
し

た
。

　

新
た
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
区
域
は
、
上
仮
宿
、
仮
宿
上
な
ど

の
一
部
で
す
。
使
用
開
始
と
な
っ
た

区
域
内
に
あ
る
建
物
に
つ
い
て
は
、

下
水
道
へ
の
接
続
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
接
続
工
事
に
つ
い
て

は
『
大
崎
町
排
水
設
備
指
定
工
事
店
』

へ
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
接
続
工
事
に
要
す
る
費
用

の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
（
表
︲
１
）

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

●
下
水
道
の
休
止
に
つ
い
て

　

平
成
19
年
度
末
に
飯
隈
・
益
丸
・

高
尾
地
区
の
一
部
に
つ
い
て
、
認

可
拡
大
を
行
い
随
時
整
備
す
る
計
画

で
あ
り
ま
し
た
が
、
学
校
等
の
耐
震

化
に
集
中
的
な
予
算
投
下
が
必
要
と

な
っ
た
た
め
、
当
分
の
間
下
水
道
の

整
備
を
休
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
事
業
の
再
開
に
つ
き
ま
し
て
は

未
定
で
あ
り
ま
す
が
、
目
処
が
立
ち

次
第
再
開
に
向
け
て
検
討
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

●
合
併
処
理
浄
化
槽
の
補
助
金
制
度

に
つ
い
て　

　

公
共
下
水
道
の
認
可
計
画
区
域
外

を
対
象
に
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
普

及
促
進
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
個
人

設
置
に
よ
る
家
庭
排
水
の
処
理
施
設

で
す
。
設
置
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の

費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
（
表

︲
２
）
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
水
道
課
下
水
道
係
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

表−１

工事年度 補助金の額
汲取り便所改造 浄化槽廃止

１年目 12万円 ８万円
２年目 ８万円 ６万円
３年目 ４万円
４年目以降 ２万円

表−２
人　槽　区　分 補　　　助　　　額
５　人　槽 ３３２，０００円
６〜７人槽 ４１４，０００円
８〜 10 人槽 ５４８，０００円

　既設の単独処理浄化槽を撤去して浄化槽を設置する場合，上記補助額
に 90,000 円を限度として加算することができます。
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